
保護者の皆様方へ 

保育園給食における食物アレルギー対応について 

 当保育園では、安全で安心した園生活を提供するために、食物アレルギーについて以下のような対応をしてお

ります。食物アレルギーを持っている乳幼児がアレルギー症状を起こさないためにはアレルゲンとなる食品を除

去する必要があります。しかし、これらの食品の中には乳幼児期に必要な栄養価の高いものが多く含まれている

ことがあるため、不必要な除去はできるだけ避けなければなりません。そこで、除去食を実施する際には正確な

診断を行う必要があるため、「アレルギー除去食に関する診断書」の提出をお願いしております。保護者の皆様の

ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

【基本方針】 

（１） 安全性を最優先し、完全除去対応とします。代替食については、できる範囲で提供します。また、家庭で

食べたことない食品は、園では提供いたしません。献立で使用する食品からアレルギー原因食品を除去

して調理、提供します。保護者の方には献立内容を毎月確認お願いします。 

（２） 調味料の除去が必要な場合や、微量混入でも摂取できない食品があるなど重篤なアレルギーの場合は、

安全を最優先し家庭からのお弁当の持参をお願いします。調味料やだし、添加物(食物アレルギー生活管

理指導表で「保育所等での生活上の留意点 D 欄記載のもの」)は基本的には除去する必要はないといわれ

ていますので、主治医に確認お願いします。 

【安全的配慮のため、給食提供ができない調味料等】 

卵殻カルシウム・乳糖・醤油・酢・麦茶・大豆油・みそ・ごま油・かつおだし・いりこだし･肉エキス 

【食物アレルギー対応の基本】 

（１） 必ず医師の診断に基づいた「食物アレルギー生活管理指導表」の提出がある。 

（２） 家庭の食事においても食物アレルギーに対する配慮が行われている。 

（３） 除去食変更、除去食解除時は以下の書類の提出がある。 

除去食変更時：食物アレルギー生活管理指導表(主治医が記入) 

除去食解除時：除去食解除申請書(保護者が記入) 

（４） 園給食のなかで、除去食の提供が可能である。 

   ※食物アレルギー生活管理指導表は、６か月から１年ごとに提出をお願いします。（食物アレルギー生活

管理指導表にかかわる費用は、保護者負担となります。） 

【注意・確認事項】 

（１） 給食食材について 

   給食では、ソバ、ピーナッツ、クルミ、アーモンド、カシューナッツ、魚卵（ししゃも含む）は提供しな

いため、これらの食品のみのアレルギーの場合は、園での対応は不要となります。 

   ※園給食ではアレルギー対応不要であっても、災害時等の予期せぬ事態に備えるために、生活管理指導表

の提出は毎年必要です。災害時等は、あらかじめ提出頂いた生活管理指導表に基づいて、給食提供を行い

ます。 

（２）給食複雑化防止について 

   給食では安全性を最優先し誤提供を防ぐため、１つの料理につき除去食は１種類とさせていただくことが

あります。除去食品の異なる食物アレルギー児がいる場合は、食べられる食品でも除去を行う場合があり

ます。 

   例）ハンバーグ(卵、牛乳、パン粉を使用する場合)→卵のみ、乳のみ、小麦のみが除去の園児も卵、牛乳 

                           パン粉すべてを除去したハンバーグを提供 
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アレルギー除去食依頼書 

 

 新宿西口ファミリー保育園 園長殿 

 

 

 

園児：                 は、この度食物アレルギーの診断を 

受けましたので、今後、保育園内での給食等の提供に際して、別紙の食物につ 

いて除去していただくよう依頼します。 

なお、アレルギー除去食での給食の実施にあたり、その対応については、 

貴施設の規定の説明を受け同意いたします。 

 

 

添 付 書 類：食物アレルギー生活管理指導 

アレルゲン食品リストと摂取指導表 

 

緊急時処方薬：（ ある ・ なし ） 
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令和    年    月    日 

 

新宿西口ファミリー保育園 園長殿 

 

 

アレルギー除去食解除申請書 

 

 

  

 

          歳児 

 

園児：                  は、食物アレルギーのため、 

「アレルギー除去食に関する診断書」により除去食の対応をしていましたが、 

保育園の給食で除去していた（食品名）              に関して、 

医師の指導のもと、これまでに複数回食べて症状が誘発されていないので、 

保育園における「除去食」の完全解除をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

保護者氏名（続柄    ）                  印 
                                                                 


